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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次電池を含むバッテリ装置と、
　前記バッテリ装置から電力の供給を受ける負荷装置と、
　可動部材を離脱可能に装着する受容部と、
　前記バッテリ装置から前記負荷装置へ流れる暗電流を防止するための制御信号を発生す
るスイッチ部とを備え、
　前記スイッチ部は、前記受容部に配置され、前記受容部に装着されるべき前記可動部材
に変更を加えて構成された所定の可動部材が受容されたとき導通するスイッチを有し、
　前記バッテリ装置は、前記負荷装置へ電力を供給する電源パスを、前記スイッチ部から
の制御信号に応じて切断するスイッチング素子を有する
　携帯端末。
【請求項２】
　前記可動部材はカード媒体である請求項１に記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記可動部材はイヤホンプラグである請求項１に記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記受容部に配置された前記スイッチは、第１および第２の接点を有し、前記所定の可
動部材は、前記受容部に受容された状態で前記第１および第２の接点の間を短絡させる導
体部を有する請求項１、２または３に記載の携帯端末。
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【請求項５】
　前記受容部に配置された前記スイッチは、外力により導通／遮断される機械的スイッチ
を有し、前記所定の可動部材は、前記受容部に受容された状態で前記機械的スイッチを駆
動する駆動部を有する請求項１、２または３に記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記スイッチング素子は、前記電源パスにソース・ドレイン端子間チャネルが直列に挿
入され、ゲート端子に前記制御信号を受けるＦＥＴを含む請求項１～５のいずれかに記載
の携帯端末。
【請求項７】
　前記バッテリ装置は、
　バッテリ保護回路と、
　前記電源パスに挿入され前記バッテリ保護回路の出力に応じて前記電源パスを切断する
前記スイッチング素子としての第１のスイッチング素子と、
　前記バッテリ保護回路に印加される電源電圧を前記スイッチ部からの制御信号に応じて
遮断する第２のスイッチング素子と
　を有する請求項１～５のいずれかに記載の携帯端末。
【請求項８】
　前記バッテリ装置は、
　バッテリ保護回路と、
　前記バッテリ保護回路の出力に応じて前記電源パスを切断する前記スイッチング素子と
を有し、
　前記バッテリ保護回路は、前記電源パスを強制的に切断させる出力を前記スイッチング
素子へ出力させるための制御信号を受ける制御入力端子を有し、前記制御入力端子に前記
スイッチ部からの制御信号が入力される請求項１～５のいずれかに記載の携帯端末。
【請求項９】
　前記バッテリ保護回路は、過放電または過電流の検出部、および、過電圧の検出部の少
なくとも一つを有し、前記スイッチ部からの制御信号はいずれかの前記検出部の出力と論
理和されて用いられる請求項７または８に記載の携帯端末。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二次電池を含むバッテリ装置を内蔵する携帯端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、スマートフォンと呼ばれる携帯端末が急速に普及してきている。携帯端末は、電
源として充電が可能なバッテリ（二次電池）を用いている。
【０００３】
　一般に、バッテリをユーザが交換可能な装置では、製品の工場出荷時にバッテリは装置
本体から取り外された状態でユーザに提供される。
【０００４】
　特許文献１には、バッテリ装置を着脱可能なビデオカメラなどの装置において、バッテ
リ装置が負荷装置に接続されずに放置されている際にバッテリ装置内の内部回路に暗電流
と呼ばれる微小な電流が流れるのを防止する技術が開示されている。具体的には、バッテ
リ装置内に、負荷装置又は充電装置との接続を検出する手段と、負荷装置又は充電装置に
接続されていないことが検出された状態で、バッテリを内部回路から切り離すスイッチと
が設けられている。
【０００５】
　また、バッテリ装置は、携帯端末などの装置本体に装着された状態において、負荷装置
と電気的に接続されるため、電源がオフされた状態でも、暗電流が流れることが知られて
いる。このため、一定期間充電せずに携帯端末を放置しておくと、過放電状態となり、再
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度電源投入の際に充電が必要になる。また、過放電状態が長引くとバッテリは大きく劣化
し使用不能になる、などのデメリットがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平７－２９６８５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、スマートフォンなどの携帯端末には、出荷段階でバッテリ装置が端末本体内
に収容され、ユーザがバッテリ装置を交換できない構造を有する機種がある。このような
機種は、バッテリ装置の機械的構造が簡略化され、携帯端末の薄型化、軽量化、低コスト
化が図れる利点を有する。
【０００８】
　このような機種の携帯端末では、バッテリ装置は常に負荷装置に接続され、電源をオフ
している間も負荷装置に対して暗電流が流れる。したがって、製品の出荷後、ユーザの手
に渡るまでの間も、倉庫や店頭において、暗電流に起因したバッテリの放電が継続して発
生することになる。
【０００９】
　実際上、製品がユーザの手に渡ったときに充電することなく直ちに使用できることが好
ましい。また、上述したように過放電状態が長引くことによりバッテリが劣化することは
好ましくない。
【００１０】
　本発明はこのような背景においてなされたものであり、本願発明者は、携帯端末にバッ
テリを内蔵した状態において、工場出荷後や比較的長期間使用されない場合に、暗電流に
よるバッテリの放電を防止する必要性を認識している。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の実施の形態によれば、二次電池を含むバッテリ装置と、前記バッテリ装置から
電力の供給を受ける負荷装置と、可動部材を離脱可能に装着する受容部と、前記バッテリ
装置から前記負荷装置へ流れる暗電流を防止するための制御信号を発生するスイッチ部と
を備え、前記スイッチ部は、前記受容部に配置され、前記受容部に装着されるべき前記可
動部材に変更を加えて構成された所定の可動部材が受容されたとき導通するスイッチを有
し、前記バッテリ装置は、前記負荷装置へ電力を供給する電源パスを、前記スイッチ部か
らの制御信号に応じて切断するスイッチング素子を有する携帯端末、が提供される。
【００１２】
　この携帯端末では、前記バッテリ装置から前記負荷装置へ流れる暗電流を防止するため
の制御信号を発生するスイッチ部として、前記受容部への前記所定の可動部材の受容によ
り導通するスイッチを設けることにより、携帯端末の本体部側からのスイッチ部の操作に
より、暗電流の防止を指示することが可能となる。したがって、バッテリ装置が携帯端末
に内蔵された状態においても、暗電流の防止を図ることができる。
【００１３】
　前記電源パスを切断するスイッチング素子に関しては少なくとも次の３つの態様が考え
られる。
【００１４】
　第１の態様において、前記バッテリ装置は、前記電源パスに挿入され前記スイッチ部か
らの制御信号に応じて前記電源パスを切断するスイッチング素子を有する。
【００１５】
　第２の態様において、前記バッテリ装置は、バッテリ保護回路と、前記電源パスに挿入
され前記バッテリ保護回路の出力に応じて前記電源パスを切断する前記スイッチング素子
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としての第１のスイッチング素子と、前記バッテリ保護回路に印加される電源電圧を前記
スイッチ部からの制御信号に応じて遮断する第２のスイッチング素子とを有する。
【００１６】
　第３の態様において、前記バッテリ装置は、バッテリ保護回路と、前記バッテリ保護回
路の出力に応じて前記電源パスを切断する前記スイッチング素子とを有し、前記バッテリ
保護回路は、前記電源パスを強制的に切断させる出力を前記スイッチング素子へ出力させ
るための制御信号を受ける制御入力端子を有し、前記制御入力端子に前記スイッチ部から
の制御信号が入力される。
【００１７】
　前記可動部材は、例えば、カード媒体、イヤホンプラグ等である。
【００１８】
　前記スイッチに関しては少なくとも次の構成例が考えられる。
【００１９】
　前記受容部に配置されたスイッチは、第１および第２の接点を有し、前記所定の可動部
材は、前記受容部に受容された状態で前記第１および第２の接点の間を短絡させる導体部
を有する構成をとることができる。
【００２０】
　この代わりに、前記受容部に配置されたスイッチは、外力により導通／遮断される機械
的スイッチを有し、前記所定の可動部材は、前記受容部に受容された状態で前記機械的ス
イッチを駆動する駆動部を有する構成をとることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の実施の形態によれば、携帯端末にバッテリを内蔵した状態において、工場出荷
後や比較的長期間使用されない場合に、暗電流によるバッテリの放電を防止することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施の形態に係る、バッテリ装置を内蔵する携帯端末の概略構成を示す
図である。
【図２】本実施の形態の第１の態様に係るバッテリ装置を内蔵する携帯端末の概略構成を
示す図である。
【図３】図２に示したバッテリ装置の暗電流防止モードのオン／オフと各部の状態との関
係をまとめて示した図である。
【図４】本実施の形態の第２の態様に係るバッテリ装置を内蔵する携帯端末の概略構成を
示す図である。
【図５】図４に示したバッテリ装置の暗電流防止モードのオン／オフと各部の状態との関
係をまとめて示した図である。
【図６】本実施の形態の第３の態様に係るバッテリ装置を内蔵する携帯端末の概略構成を
示す図である。
【図７】図６のバッテリ装置内に示したバッテリ保護回路の構成例を示す図である。
【図８】図６に示したバッテリ装置の暗電流防止モードのオン／オフと各部の状態との関
係をまとめて示した図である。
【図９】（ａ）（ｂ）（ｃ）はダミーのＳＩＭカードの着脱と連動して操作されるスイッ
チ部の第１の構成例を説明するための図である。
【図１０】（ａ）（ｂ）（ｃ）はダミーのＳＩＭカードの着脱と連動して操作されるスイ
ッチ部の第２の構成例を説明するための図である。
【図１１】（ａ）（ｂ）はダミーのイヤホンプラグの着脱と連動して操作されるスイッチ
部の第３の構成例を説明するための図である。
【図１２】（ａ）（ｂ）は第３の構成例の閉経例を説明するための図である。
【図１３】本発明の実施の形態が適用される、バッテリ装置を内蔵する携帯端末の概略構
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成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について図面により詳細に説明する。
【００２４】
　図１３に、本実施の形態が適用される、バッテリ装置１４０を内蔵する携帯端末の概略
構成を示す。この図では、バッテリ装置１４０とともに、携帯端末の本体部を概念的に簡
略化して示している。本体部とは、携帯端末のバッテリ装置１４０を除いた部分であり、
図では、本体部とバッテリ装置１４０とを境界線で分割して示している。バッテリ装置１
４０は、典型的には、携帯端末の筐体内部の空間に収容される。
【００２５】
　バッテリ装置１４０は、正極端子１４１と負極端子１４３との間に直列接続されたバッ
テリセル１４８、過放電／過電流保護用の電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）１４７、およ
び過充電保護用のＦＥＴ１４６を有する。バッテリ装置１４０は、さらに、過放電／過電
流保護用ＦＥＴ１４７および過充電保護用ＦＥＴ１４６（のそれぞれのゲート電位）を制
御するバッテリ保護回路（バッテリ保護ＩＣ）１４５を有する。バッテリ保護回路１４５
は、本実施の形態では、集積回路（ＩＣ）で構成されている。
【００２６】
　バッテリ保護回路１４５を内蔵したバッテリ装置１４０の保護動作について簡単に説明
する。
【００２７】
　例えばリチウムイオンなどのバッテリセル１４８は、過充電、過放電に弱い電池であり
、大電流で放電が行われることは好ましくない。このため、バッテリ保護回路１４５によ
り、一般に、過放電保護、過電流保護、過充電（過電圧）保護、の各種保護が行われる。
バッテリ保護回路１４５は、バッテリセル１４８の電圧や流れる電流を監視する。バッテ
リセル１４８の過放電・過電流、または、過充電（過電圧）が検出された際に、出力端子
ＤoutおよびＣoutから制御信号を出力する。これらの制御信号により、電源パス（電源ラ
イン）１４４に挿入されている保護用のＦＥＴ１４６，１４７のゲート電圧が制御される
。すなわち、異常の発生時に、出力端子ＤoutおよびＣoutから出力される制御信号に応じ
て当該ＦＥＴをオフさせることにより、電源パス１４４が切断される。
【００２８】
　しかし、携帯端末に内蔵された状態で、バッテリ装置１４０は本体部側の負荷装置１５
０に接続されている。図１３において、便宜上、負荷装置１５０は１本の抵抗として概念
的に示してある。このような構成においては、携帯端末の電源が入ってない状態でも、バ
ッテリセル１４８の電圧が正常な範囲であれば、バッテリ装置１４０から負荷装置１５０
に暗電流Ｉｄが流れる。この理由により、携帯端末が電源オフの状態でも、徐々にバッテ
リセル１４８が放電される。
【００２９】
　図１に、本発明の実施の形態に係る、バッテリ装置１４０を内蔵した携帯端末１００の
概略構成を示す。この図において、図１３に示したと同様の要素には同じ参照符号を付し
て、重複した説明を省略する。また、便宜上、バッテリ保護回路１４５は図示を省略して
ある。
【００３０】
　本実施の形態では、バッテリ装置１４０において、負荷装置１５０へ電力を供給する電
源パス１４４上（の途中）に、電源パス１４４を切断するスイッチング素子１４９を設け
る。このスイッチング素子１４９は、バッテリ装置１４０に既存のものであってもよいし
、新たに追加したものであってもよい。さらに、このスイッチング素子１４９を制御する
スイッチ部１３０をバッテリ装置１４０の外部に設ける。ここでいう「外部」とは携帯端
末の本体部側で、ユーザがアクセスできる位置を意味する。スイッチ部１３０は、バッテ
リ装置１４０から負荷装置１５０へ流れる暗電流を防止するための制御信号を発生する。
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この制御信号によりスイッチング素子１４９がオンオフ制御される。すなわち、スイッチ
部１３０は、ユーザにより直接的にまたは間接的に操作されて、暗電流防止モードをオン
／オフする要素である。
【００３１】
　図２に、本実施の形態の第１の態様に係る、バッテリ装置１４０ａを内蔵した携帯端末
１００ａの概略構成を示す。この図において、図１３および図１に示したと同様の要素に
は同じ参照符号を付して、重複した説明を省略する。
【００３２】
　この態様では、バッテリセル１４８の正電極側の電源パス１４４に配置された電界効果
トランジスタ（ＦＥＴ）１３２を用いる。このＦＥＴ１３２は、そのソース・ドレイン端
子間チャネルが電源パス１４４に直列に挿入され、ゲート端子に、バッテリ装置１４０ａ
の接続端子１３１を介して、スイッチ部１３０からの制御信号を受ける。接続端子１３１
とスイッチ部１３０の一端との接続点は抵抗１３３を介して接地される。抵抗１３３の抵
抗値は、負荷１５０の抵抗値より十分に大きいものとする。スイッチ部１３０の他端は、
接続端子１５２を介してバッテリセル１４８の正極に接続される。この構成により、接続
端子１３１の電位、すなわち、ＦＥＴ１３２のゲート電位は、スイッチ部１３０がオフの
時、接地電位となり、スイッチ部１３０がオンのときバッテリ電圧に一致する。
【００３３】
　バッテリ装置１４０ａは、暗電流防止モードでは、オン状態のスイッチ部１３０からの
制御信号に応じて、負荷装置１５０へ暗電流が流れることを防止する。すなわち、ＦＥＴ
１３２による電源パス１４４は、スイッチ部１３０がオンされたとき、スイッチ部１３０
を介してバッテリ電圧をＦＥＴ１３２のゲート端子に直接印加することにより遮断される
。
【００３４】
　スイッチ部１３０がオフされると、ＦＥＴ１３２は、そのゲートが接地電位となり、オ
ンされる。このとき、バッテリ装置１４０ａが正常であれば（すなわち、過放電、過電流
、過電圧のいずれも発生していない状態であれば）、バッテリ装置１４０ａから負荷装置
１５０への電源パス１４４が導通する。その結果、携帯端末は暗電流防止モードから通常
のモードに移行する。
【００３５】
　ＦＥＴ１３２のゲート端子へ印加する信号の切り替えを行うスイッチ部１３０は、本体
部側の機械的なスイッチまたは電気的なスイッチを用いて構成することができる。スイッ
チ部１３０の幾つかの具体例については後述する。
【００３６】
　図３は、図２に示したバッテリ装置１４０ａの暗電流防止モードのオン／オフと各部の
状態との関係をまとめて示した図である。
【００３７】
　暗電流防止モードをオンとするためには、スイッチ部１３０をオンにする。これにより
、ＦＥＴ１３２がオフとなる。その結果、バッテリ装置１４０ａから負荷装置１５０への
電源パス１４４が遮断され、暗電流Ｉｄの発生が防止される。暗電流防止モードをオフと
するには、スイッチ部１３０をオフにする。これにより、ＦＥＴ１３２がオンとなる。
【００３８】
　図２に示した本実施の形態の第１の態様によれば、携帯端末の工場出荷時や、ユーザが
入手後に長期的に不使用状態で放置するような場合等に、スイッチ部１３０の操作により
暗電流防止モードに移行することにより、暗電流によるバッテリの過放電や深放電を防止
することができる。
【００３９】
　また、ユーザが携帯端末を使用していてバッテリ残量がわずかになったとき等、直ちに
充電を行うことなく後で使用する予定のために電源を切るだけでなく、スイッチ部１３０
の操作により暗電流防止モードに移行することが可能となる。これにより、暗電流に起因
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してバッテリの過放電状態で電源再投入時に携帯端末が使用できない等の不都合の発生を
防止することができる。
【００４０】
　図４に、本実施の形態の第２の態様に係るバッテリ装置１４０ｂを内蔵する携帯端末１
００ｂの概略構成を示す。この図において、図１３、図２に示したと同様の要素には同じ
参照符号を付して、重複した説明を省略する。
【００４１】
　この態様は、電源パス１４４を切断するスイッチング素子１４９として、バッテリセル
１４８の負電極側にあるバッテリ保護用のＦＥＴ１４６および１４７を利用する。これら
のＦＥＴ１４６および１４７を制御しているバッテリ保護回路１４５はその電源端子ＶＤ
Ｄに、バッテリセル１４８から電源を供給されている。この態様では、このバッテリ保護
回路１４５の電源端子ＶＤＤに印加される電源電圧を、選択的に遮断するＦＥＴ１３４（
第２のスイッチング素子）を設けている。ＦＥＴ１３４のドレイン・ソース端子間チャネ
ルは抵抗１４２と電源端子ＶＤＤとの間に直列に接続される。そのゲート端子には、バッ
テリ装置１４０ｂの接続端子１３１を介して、スイッチ部１３０からの制御信号を受ける
。接続端子１３１とスイッチ部１３０の一端との接続点は抵抗１３５を介して接地される
。抵抗１３５の抵抗値は、負荷１５０の抵抗値より十分に大きいものとする。スイッチ部
１３０の他端はバッテリ装置１４０ｂの正極端子１４１に接続される。この構成により、
接続端子１３１の電位、すなわち、ＦＥＴ１３４のゲート電位は、スイッチ部１３０がオ
フのとき接地電位となり、スイッチ部１３０がオンのときバッテリ電圧に一致する。
【００４２】
　暗電流防止モードでは、オン状態のスイッチ部１３０からの制御信号に応じてＦＥＴ１
３４がオフとなる。これによりバッテリ保護回路１４５の電源が遮断され、ＦＥＴ１４６
および１４７がオフする。その結果、バッテリ装置１４０ｂから負荷装置１５０への電源
パス１４４が遮断される。
【００４３】
　スイッチ部１３０がオフされると、ＦＥＴ１３４はオンされる。これにより、バッテリ
保護回路１４５の電源が復帰し、バッテリ装置１４０ｂが正常であれば、ＦＥＴ１４６お
よび１４７がオンとなる。さらに、バッテリ装置１４０ｂから負荷装置１５０への電源パ
ス１４４が導通する。その結果、携帯端末は暗電流防止モードから通常のモードに移行す
る。
【００４４】
　なお、スイッチ部１３０がバッテリ装置１４０ｂの外部に設けられるのは、第１の態様
と同様である。スイッチ部１３０は、この第２の態様では、ＦＥＴ１３４を介して間接的
に、スイッチング素子１４９としてのＦＥＴ１４６および１４７を制御している。
【００４５】
　図５は、図４に示したバッテリ装置１４０ｂの暗電流防止モードのオン／オフと各部の
状態との関係をまとめて示した図である。
【００４６】
　暗電流防止モードをオンとする場合、スイッチ部１３０をオンにする。これにより、Ｆ
ＥＴ１３４がオフとなり、バッテリ保護回路１４５の電源が遮断され、ＦＥＴ１４６およ
び１４７がオフとなる。その結果、バッテリ装置１４０ｂから負荷装置１５０への電源パ
ス１４４が遮断される。暗電流防止モードをオフとするには、スイッチ部１３０をオフに
する。これにより、ＦＥＴ１３４がオンとなる。
【００４７】
　図４に示した本実施の形態の第２の態様によれば、上記第１の態様による効果に加えて
、次のような効果が得られる。すなわち、第１の態様において電源パス１４４に挿入した
ＦＥＴ１３２は所定のオン抵抗を有するため、電源パスのインピーダンスが従来の仕様か
ら増加する。これに対して、第２の態様では、電源パスに新たにＦＥＴ１３２のようなス
イッチング素子を挿入しなくて済むので、電源パスのインピーダンスの増加を防止できる
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。これにより、消費電力の低減や充電時間の短縮化の効果が得られる。
【００４８】
　図６に、本実施の形態の第３の態様に係る、バッテリ装置１４０ｃを内蔵する携帯端末
１００ｃの概略構成を示す。この図において、図１３、図２に示したと同様の要素には同
じ参照符号を付して、重複した説明を省略する。
【００４９】
　この第３の態様においては、電源パス１４４を切断するスイッチング素子１４９として
、バッテリ保護用のＦＥＴ１４６および１４７の少なくとも一方を利用する。また、その
ために、この態様におけるバッテリ保護回路１４５ａは、外部から制御信号を受ける制御
入力端子（ＥＮ）１３６を有する。この制御信号は、電源パス１４４を強制的に切断させ
る出力をＦＥＴ１４６および１４７の少なくとも一方へ出力させるための信号である。こ
の態様では、この制御信号として、スイッチ部１３０からの制御信号を用いる。スイッチ
部１３０の一端と制御入力端子１３６との接続点は抵抗１３７を介して接地される。抵抗
１３７の抵抗値は、負荷１５０の抵抗値より十分に大きいものとする。スイッチ部１３０
の他端は正極端子１４１に接続される。
【００５０】
　この構成により、スイッチ部１３０がオンされると、制御入力端子１３６にバッテリ電
圧が印加され、高（Ｈｉ）状態となる。これにより、ＦＥＴ１４６および１４７の少なく
とも一方が強制的にオフとなる。その結果、バッテリ装置１４０ｃから負荷装置１５０へ
の電源パス１４４が遮断され、暗電流Ｉｄの発生が防止される。
【００５１】
　スイッチ部１３０がオフされると、制御入力端子１３６が低（Ｌｏ）状態となり、バッ
テリ装置１４０ｃが正常であれば、ＦＥＴ１４６および１４７が共に導通する。これによ
り、バッテリ装置１４０ｃから負荷装置１５０への電源パスが復帰する。その結果、携帯
端末は暗電流防止モードから通常のモードに移行する。
【００５２】
　図７は、バッテリ保護回路１４５ａの構成例を示している。この例では、バッテリ保護
回路１４５ａは、論理和回路１６１、過放電・過電流検出部１６３、過電圧検出部１６５
、およびＦＥＴ制御部１６７を備える。制御入力端子（ＥＮ）１３６からの信号１６２は
論理和回路１６１に入力されている。
【００５３】
　過放電・過電流検出部１６３は、バッテリセル１４８の過放電または過電流を検出する
ブロックであり、過放電検出信号１６４および過電流検出信号１６６を生成する。過電圧
検出部１６５は、バッテリセル１４８の過電圧（過充電）を検出するブロックであり、過
電圧検出信号１６８を生成する。過放電検出信号１６４および過電流検出信号１６６は、
制御入力端子からの制御信号１６２とともに、論理和回路１６１に入力される。
【００５４】
　論理和回路１６１は、その３つの入力信号のいずれか一つでも高（Ｈｉ）であるとき高
（Ｈｉ）信号を出力し、それ以外の場合、すなわちすべての入力信号が低（Ｌｏ）である
とき低（Ｌｏ）信号を出力するように動作する。論理和回路１６１の出力はＦＥＴ制御部
１６７へ入力される。過電圧検出部１６５から生成された過電圧検出信号１６８もＦＥＴ
制御部１６７へ入力される。ＦＥＴ制御部１６７は、論理和回路１６１の出力に応じて、
その出力が過放電／過電流の検出を示す高（Ｈｉ）信号であるとき、過放電／過電流保護
用の電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）１４７をオフする。ＦＥＴ制御部１６７は、過電圧
検出部１６５の検出信号１６８が、過電圧検出を示す高（Ｈｉ）信号であるとき、過充電
保護用のＦＥＴ１４６をオフにする。
【００５５】
　図８は、図６に示したバッテリ装置１４０ｃの暗電流防止モードのオン／オフと各部の
状態との関係をまとめて示した図である。
【００５６】
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　暗電流防止モードをオンとする場合、スイッチ部１３０をオンにすると、バッテリ保護
回路１４５の制御入力端子１３６が高（Ｈｉ）レベルとなる。これにより、ＦＥＴ１４７
がオフとなる。その結果、バッテリ装置１４０ｂから負荷装置１５０への電源パス１４４
が遮断される。暗電流防止モードをオフとするには、スイッチ部１３０をオフにすること
により、バッテリ保護回路１４５の制御入力端子１３６が低（Ｌｏ）レベルとなる。その
結果、バッテリ装置１４０ｃが正常状態であれば、ＦＥＴ１４７がオンとなる。
【００５７】
　第３の態様によれば、上記第１、第２の態様による効果に加えて、次のような効果が得
られる。すなわち、暗電流防止モードのために必要なスイッチング素子１４９として既存
の保護用のＦＥＴ（１４７）を共用することにより、第１、第２の態様において追加した
ＦＥＴ１３２，１３４のようなスイッチング素子は不要となる。
【００５８】
　次に、スイッチ部１３０の具体的な構成例について説明する。
【００５９】
　スイッチ部１３０は、暗電流防止モードの設定用に携帯端末の筐体外面に設けられた機
械的スイッチ（例えばスライドスイッチやプッシュスイッチ）で構成することができる。
あるいは、初期設定画面等からユーザが暗電流防止モードを選択したとき、携帯端末が備
えているプロセッサ（図示せず）によりスイッチ部１３０の出力と等価な出力を発生させ
ることも可能である。
【００６０】
　スイッチ部１３０としては、さらに、次のような特徴的な構成を採用することも可能で
ある。既存の携帯電話機のような携帯端末は、ＳＩＭ（Subscriber Identity Module）カ
ードのような着脱可能なカード媒体が用いられている。このカード媒体は、コネクタの一
種であるソケットに離脱可能に装着される。すなわち、ソケットは、可動部材であるカー
ド媒体を離脱可能に装着する受容部を構成する。このような携帯端末の工場出荷時にはＳ
ＩＭカードは携帯端末に装着されておらず、通常、ユーザが携帯端末を入手した後にＳＩ
Ｍカードが装着される。したがって、ＳＩＭカードの携帯端末への装着とスイッチ部１３
０の操作とを連動させれば、ユーザはスイッチ部１３０の操作を意識することなく、暗電
流防止モードをオン／オフすることができる。但し、ＳＩＭカードが装着されていない状
態でも携帯端末の一部の機能は利用可能である場合があり、ＳＩＭカードが装着されてい
ない状態で直ちに暗電流防止モードに移行するのは好ましくない。
【００６１】
　そこで、ＳＩＭカードに代わるダミーのＳＩＭカード（ダミーカード）を用意する。携
帯端末はＳＩＭカードの代わりにダミーカードが装着されている状態でスイッチ部１３０
がオン状態となり、暗電流防止モードへ移行する。また、ダミーカードが外されたとき、
暗電流防止モードを解除（オフ）する。
【００６２】
　図９（ａ）（ｂ）（ｃ）により、そのような可動部材としてのダミーのＳＩＭカードの
着脱操作と連動して操作されるスイッチ部１３０の第１の構成例を説明する。図９（ａ）
は既存のＳＩＭカード１１０の外観を示している。ＳＩＭカード１１０はＩＣカードの一
種であり、その一面には複数の接点エリアが形成されている。図９（ｂ）は本実施の形態
におけるダミーカード１１５の外観を示している。ダミーカード１１５はＳＩＭカード１
１０と同一の形状およびサイズのカード媒体であるが、ＳＩＭカード１１０の接点エリア
とは別の領域に導体エリア１１６を含んでいる。導体エリア１１６は、絶縁性の基体に対
して例えば金属のメッキや被着等により形成することができる。ダミーカード１１５はＩ
Ｃカードである必要はない。
【００６３】
　図９（ｃ）はＳＩＭカード１１０が装着されるソケット１２０の外観を示している。ソ
ケット１２０は、ＳＩＭカード１１０の接点エリアが接触する複数のバネ接点１３８を有
し、携帯端末内のプリント回路基板１２５に搭載されている。プリント回路基板１２５に
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は、ダミーカード１１５がソケット１２０に装着された状態で、ダミーカード１１５の導
体エリア１１６が当接する１対のバネ接点１３９が形成されている。これにより、両バネ
接点１３９の間がダミーカード１１５の装着により短絡される。このことは、ダミーカー
ド１１５と１対のバネ接点１３９によりスイッチ部１３０が構成されることを意味する。
【００６４】
　例えば、携帯端末の工場出荷時にダミーカード１１５がソケット１２０に装着されるこ
とにより、暗電流防止モードがオン状態となる。この携帯端末はユーザが入手した後に、
ダミーカード１１５を取り外したとき、暗電流防止モードがオフ状態となる。その後、ダ
ミーカード１１５に代えて正規のＳＩＭカード１１０をソケット１２０に装着しても、暗
電流防止モードはオフ状態のままである。再度ダミーカード１１５をソケット１２０に装
着すれば、再び暗電流防止モードに移行する。
【００６５】
　図１０（ａ）（ｂ）（ｃ）により、可動部材としてのダミーのＳＩＭカードの着脱と連
動して操作されるスイッチ部１３０の第２の構成例を説明する。図９（ａ）（ｂ）（ｃ）
に示したと同様の要素には同じ参照番号を付して、重複した説明は省略する。
【００６６】
　この構成例では、図１０（ａ）に示したＳＩＭカード１１０と若干異なる形状のダミー
カード１１５ａを用意する。ダミーカード１１５ａはソケット１２０に装着された状態で
、その手前側の端部が突出した突出部１１７が設けられ、ここに導体エリア１１８が形成
されている。ソケット１２０側には、プリント回路基板１２５の外部に１対のバネ接点１
３９が設けられている。両バネ接点１３９は、ダミーカード１１５ａの突出部１１７に形
成された導体エリア１１８により短絡される。この構成の代わりに、プリント回路基板１
２５にも同様の突出部を設け、バネ接点１３９をプリント回路基板１２５の当該突出部に
設けてもよい。
【００６７】
　また、バネ接点１３９の代わりに外力により操作されるスイッチ（例えばプッシュスイ
ッチ）などを設けてもよい。この場合、ダミーカード１１５ａがソケット１２０に装着さ
れた状態で、ダミーカード１１５ａの突出部１１７が駆動部として当該スイッチを作動（
ＯＮ）させるよう機能する。
【００６８】
　可動部材の一種としてのカード媒体の例として、ＳＩＭカードを挙げたが、ＳＤメモリ
などのメモリカードであってもよい。
【００６９】
　図１１（ａ）（ｂ）により、可動部材としてのダミーのイヤホンプラグの着脱と連動し
て操作されるスイッチ部１３０の第３の構成例を説明する。
【００７０】
　図１１（ａ）は、既存のイヤホンプラグ１７０と、このイヤホンプラグ１７０が接続さ
れるジャック（レセプタクル）の構成例を示す。
【００７１】
　イヤホンプラグ１７０は、胴体部１７１と、その胴体部１７１から突出したピン部１７
２を有する。胴体部１７１は、ケーブル１７３を介して、不図示のイヤレシーバ部（スピ
ーカ部）に接続されている。
【００７２】
　図１１（ａ）（ｂ）では、ジャックのプラグ挿入口１９０の背後に複数のバネ接点１８
１～１８５が配置されている様子を模式的に示している。バネ接点１８１～１８５のうち
、バネ接点１８１～１８３はステレオ音声のための既存のジャック構成に含まれるもので
ある。第１および第２の接点（１対の接点）であるバネ接点１８４，１８５は最奥部に配
置されているので、イヤホンプラグ１７０の規定の長さのピン部１７２の先端部はバネ接
点１８４，１８５へ届かない。
【００７３】
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　図１１（ｂ）に示すように、ダミープラグ１７５は、正規のプラグ１７０に比べて、よ
り短い胴体部１７６と、より長いピン部１７７とを有している。ダミープラグ１７５の装
着時に、そのピン部１７７の先端部１７８がバネ接点１８４，１８５の位置にまで到達し
、両バネ接点１８４，１８５間を短絡させる。このように、ダミープラグ１７５とバネ接
点１８４，１８５によりスイッチ部１３０が構成される。ダミープラグ１７５にケーブル
１７３は必要ない。ピン部１７２は複数の導体部に分割されているが、ダミープラグ１７
５のピン部１７７は全体が単一の導体部であってもよい。また、バネ接点１８４，１８５
に接触するピン部１７７の先端部のみが導体部で、他の部分は絶縁体部であってもよい。
【００７４】
　例えば、携帯端末の工場出荷時にダミープラグ１７５がジャックに装着されることによ
り、暗電流防止モードがオン状態となる。この携帯端末をユーザが入手した後に、ダミー
プラグ１７５が取り外されたとき、暗電流防止モードがオフ状態となる。その後、ユーザ
が正規のイヤホンプラグ１７０をジャックに装着しても、暗電流防止モードはオフ状態の
ままである。
【００７５】
　図１２（ａ）（ｂ）により第３の構成例の変形例を説明する。この変形例では、第１お
よび第２の接点間を電気的に短絡（導通）させる代わりに、ジャックの奥にスイッチ部１
３０としてプッシュスイッチのような機械的スイッチ１８６を配置する。図１２（ａ）に
示すように、正規のイヤホンプラグ１７０では、そのピン１７２の先端が機械的スイッチ
１８６に達しないので、機械的スイッチ１８６はオフのままである。図１２（ｂ）に示す
ように、ダミープラグ１７５を装着した場合、そのピン１７７の先端１７８が機械的スイ
ッチ１８６に達する。その結果、ダミープラグ１７５がプッシュボタン１８７を押し込む
ことにより機械的スイッチ１８６がオン（導通）する。ダミープラグ１７５が引き抜かれ
ると機械的スイッチ１８６はオフする。この変形例の場合、ダミープラグのピン部先端は
導体である必要はない。
【００７６】
　上述したように、携帯端末に元々備わっている、着脱可能な可動部材およびその受容部
に若干の変更を加えてスイッチ部として利用することができる。これにより、ユーザはダ
ミーの可動部材の着脱操作に連動して暗電流防止モードのオンオフを行うことができる。
【００７７】
　この構成によれば、携帯端末の筐体外部に、ユーザが操作するための新たなスイッチ部
を設ける必要がなくなる。このことは、携帯端末の小型化、薄型化、低コスト化に寄与す
る。防水構造を有する携帯端末では、筐体外部に新たなスイッチ部を設けると、そのため
に新たな防水構造を必要とする。これに対して、既存の可動部材およびその受容部をスイ
ッチ部として利用することにより、そのような配慮が不要となる。
【００７８】
　以上、本発明の実施の形態では、
　二次電池を含むバッテリ装置を内蔵する携帯端末であって、
　前記バッテリ装置から電力の供給を受ける負荷装置と、
　前記バッテリ装置の外部に設けられ、前記バッテリ装置から前記負荷装置へ流れる暗電
流を防止するための制御信号を発生するスイッチ部とを備え、
　前記バッテリ装置は、前記負荷装置へ電力を供給する電源パスを、前記スイッチ部から
の制御信号に応じて切断するスイッチング素子を有する
　携帯端末、について説明している。
【００７９】
　また、この携帯端末において、
　前記スイッチング素子は、前記電源パスにソース・ドレイン端子間チャネルが直列に挿
入され、ゲート端子に前記制御信号を受けるＦＥＴを含むものについて説明している。
【００８０】
　また、前記携帯端末において、
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　前記バッテリ装置は、
　バッテリ保護回路と、
　前記電源パスに挿入され前記バッテリ保護回路の出力に応じて前記電源パスを切断する
前記スイッチング素子としての第１のスイッチング素子と、
　前記バッテリ保護回路に印加される電源電圧を前記スイッチ部からの制御信号に応じて
遮断する第２のスイッチング素子と
　を有するものについて説明している。
【００８１】
　また、前記携帯端末において、
　前記バッテリ装置は、
　バッテリ保護回路と、
　前記バッテリ保護回路の出力に応じて前記電源パスを切断する前記スイッチング素子と
を有し、
　前記バッテリ保護回路は、前記電源パスを強制的に切断させる出力を前記スイッチング
素子へ出力させるための制御信号を受ける制御入力端子を有し、前記制御入力端子に前記
スイッチ部からの制御信号が入力されるものについて説明している。
【００８２】
　また、この携帯端末において、
　前記バッテリ保護回路は、過放電または過電流の検出部、および、過電圧の検出部の少
なくとも一つを有し、前記制御入力端子に入力された前記スイッチ部からの制御信号はい
ずれかの前記検出部の出力と論理和されて用いられるものについて説明している。
【００８３】
　また、以上のいずれかの携帯端末において、
　前記携帯端末は、可動部材を離脱可能に装着する受容部を有し、前記スイッチ部は、前
記受容部に配置されたスイッチを含み、前記受容部にダミーの可動部材が受容されたとき
前記スイッチが導通するものについて説明している。
【００８４】
　また、この携帯端末において、
　前記可動部材はカード媒体であるものについて説明している。
【００８５】
　また、前記携帯端末において、
　前記可動部材はイヤホンプラグであるものについて説明している。
【００８６】
　また、前記携帯端末において、
　前記受容部に配置されたスイッチは、第１および第２の接点を有し、前記ダミーの可動
部材は、前記受容部に受容された状態で前記第１および第２の接点の間を短絡させる導体
部を有するものについて説明している。
【００８７】
　また、前記携帯端末において、
　前記受容部に配置されたスイッチは、外力により導通／遮断される機械的スイッチを有
し、前記ダミーの可動部材は、前記受容部に受容された状態で前記機械的スイッチを駆動
する駆動部を有するものについて説明している。
【００８８】
　以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、上記で言及した以外にも種々の
変形、変更を行うことが可能である。すなわち、請求項または請求項と均等の範囲内にあ
る限り、デザイン又はその他の要素によって種々の改変、組み合わせ、他の実施形態が生
じうることは、当業者にとって当然のことと理解される。
【００８９】
　例えば、可動部材としては、上記以外にもＵＳＢデバイスを利用することも可能である
。また、本体部に、機械的スイッチまたは接点対を配置した受容部を設け、金属やプラス
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を構成することも可能である。携帯端末としてスマートフォンを挙げたが、本発明が適用
される携帯端末は、スマートフォンに限定されるものではなく、二次電池を含むバッテリ
装置を内蔵する任意の電子機器を包含しうる。例えば、携帯電話端末、携帯情報端末、小
型ＰＣ、携帯ゲーム機、携帯音楽・映像プレーヤ、携帯電子辞書、等が挙げられる。
【符号の説明】
【００９０】
１００，１００ａ，１００ｂ，１００ｃ…携帯端末、１１０…ＳＩＭカード、１１５，１
１５ａ…ダミーカード、１１６…導体エリア、１１７…突出部、１１８…導体エリア、１
２０…ソケット、１２５…プリント回路基板、１３０…スイッチ部、１３１…接続端子、
１３２…ＦＥＴ、１３３…抵抗、１３４…ＦＥＴ、１３５…抵抗、１３６…制御入力端子
、１３７…抵抗、１３８，１３９…バネ接点、１４０，１４０ａ，１４０ｂ，１４０ｃ…
バッテリ装置、１４１…正極端子、１４２…抵抗、１４３…負極端子、１４４…電源パス
、１４５，１４５ａ…バッテリ保護回路、１４６，１４７…ＦＥＴ、１４８…バッテリセ
ル、１４９…スイッチング素子、１５０…負荷装置、１５２…接続点、１６１…論理和回
路、１６２…制御信号、１６３…過放電・過電流検出部、１６４…過放電検出信号、１６
５…過電圧検出部、１６６…過電流検出信号、１６７…ＦＥＴ制御部、１６８…過電圧検
出信号、１７０…イヤホンプラグ、１７２…ピン部、１７３…ケーブル、１７５…ダミー
プラグ、１７６…胴体部、１７７…ピン部、１７８…先端部、１８１～１８５…バネ接点
、１８６…機械的スイッチ、１８７…プッシュボタン、１９０…プラグ挿入口
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